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　【問合せ】政策推進課政策推進グループ　☎㉒ 2751
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      募 集 中 ！      募 集 中 ！ 募集案内は
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オレンジカフェ、認知症サポーター養成講座、
認知症サポーターフォローアップ研修を開催します

　認知症の方や家族、知人、介護福祉医療職、その他認知症について気になることがある方が集
まって交流を楽しむ場として開催しています。
　今回は、早来会場にて認知症サポーター養成講座とフォローアップ研修も実施します。これまで
受講していない方はこの機会にご参加ください。

【早来会場】
　日時　３月14日㈭　13時～14時30分　　場所　ふれあい交流館（みなくる）多目的活動室
　内容　オレンジカフェ、認知症サポーター養成講座、認知症サポーターフォローアップ研修
　　　　※初めて受講する方にはオレンジリングとオレンジカードをお渡しします。
【追分会場】
　日時　３月21日㈭　13時～14時30分　　場所　ぬくもりセンター　多目的情報ホール
　内容　認知症に関するミニ講演会や相談会など

※参加費無料。お茶やお菓子をご用意します。
※参加された方にポイントあびら50ポイントを付与します。
※感染症の拡大状況によって中止となる場合があります。
※当日はマスク着用でお願いします。発熱など体調不良の方はご遠慮ください。

問合せ　安平町認知症サポーターの会（代表・中田）　☎㉒4646
　　　　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙7072

ペット飼育用住宅の入居者募集について
　平成30年北海道胆振東部地震発生時に町内に住所を有しており、現在ペットを飼育している方
を対象にペット飼育用住宅の入居者を募集します。

入 居 要 件　�平成30年北海道胆振東部地震の被災者のうち、下記の要件をすべて満たす方が対象
になります。

　　　　　　　①町内に住所を有する方
　　　　　　　②ペット（犬、猫に限る）を飼育し、住宅に困窮している方
　　　　　　　③市町村民税等を滞納していない方
　　　　　　　④入居する予定の方が暴力団員でないこと
必要なもの　�入居申込書および同意書、世帯全員の住民票、世帯全員が市町村民税を滞納してい

ないことの証明書の写し
募 集 戸 数　早来ときわペット飼育用住宅　１戸（３LDK）
　　　　　　　所在地：早来大町173番地27　１階102号室（スナックパートⅡ横）
月 額 家 賃　14,600円（共益費300円含む）
募 集 期 間　随時（入居の募集については先着順となります）
受 付 場 所　建設課施設グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
問 合 せ　建設課施設グループ　☎㉒2516
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　在宅の低所得高齢者などを対象に、冬季間の灯油等の経費に対する経済的支援を行います。
　対象条件をご確認いただき、該当する場合は３月８日㈮までに申請してください。

■対象となる世帯
　⑴高齢者世帯
　　�世帯主が満65歳以上で、町民税非課税の世帯（令和６年３月31日までに満65歳に到達する方
を含む）

　⑵ひとり親世帯
　　�満18歳未満（学生の場合は満18歳になった学年の年度末まで）の子を扶養する町民税非課税の
世帯

　⑶しょうがい者世帯
　　�障害者手帳（身体、知的、精神）を所持している方、または障害年金受給者がいる町民税非課
税の世帯（どちらも町民税非課税の世帯に限る）

　※同一住居において複数の世帯が存在する場合は、いずれかの世帯のみを対象とします。
■対象外となる世帯
　・生活保護世帯
　・介護保険施設※１または高齢者施設※２、しょうがい者施設、児童福祉施設に入所している世帯
　　（ただし、配偶者が在宅で支給要件を満たしている場合を除く）
　・課税世帯と同じ住居に居住している世帯
　・申請者が入院中である世帯（申請をした日を基準日とする）
　　※１　 介護保険施設とは、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居

者生活介護施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等をいいます。
　　※２　高齢者施設とは、高齢者を対象とした共同生活施設全般となります。
■申請方法
　�振込希望口座番号がわかるものを持参し、必要事項を申請書に記入し手続きをしてください。な
お、役場への来庁が難しい場合、電話などでご連絡いただければ申請書を自宅まで郵送します。
■申請先
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
■助成方法
　申請書に記載された口座に振り込まれます。

問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎㉙7071

福祉灯油等特別対策事業のお知らせ
対象世帯につき、福祉灯油購入費用 10,000 円
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採用試験のお知らせ

北海道職員採用試験「普及職員（農業）」の
受験者を募集します

　北海道庁では、試験研究機関や農業関係団体と連携し、農業の生産性向上、農業経営や農村生活
の改善などに関する技術や知識を農業者に普及指導する普及職員を募集しています。
　地域の普及センターの活動などを通じ、普及職員に興味がありましたら、下記ホームページをご
参照いただき、詳細をご確認ください。

　採用試験の概要について（右記二次元バーコードからアクセスできます）
　　北海道人事委員会事務局任用課ホームページ
　　　�https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hj/nny/

　普及職員（農業）の業務内容について（右記二次元バーコードからアクセスできます）
　　普及職員（農業）職員採用のページ
　　　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/fukyuu-saiyou.html

問合せ
　北海道人事委員会事務局任用課　　　☎011−204−5654
　北海道農政部生産振興局技術普及課　☎011−206−6436

財務専門官採用試験のお知らせ
　財務省北海道財務局では、財政や金融などのプロフェッショナルとして活躍する財務専門官を募
集しています。

受験資格
　・1994（平成６）年４月２日から2003（平成15）年４月１日生まれの方
　・2003（平成15）年４月２日以降生まれで次に該当する方
　　⑴大学を卒業した方および2025（令和７）年３月までに卒業見込みの方
　　⑵短期大学または高等専門学校を卒業した方および2025（令和７）年３月までに卒業見込み
　　　の方

申込期間
　２月22日㈭９時～３月25日㈪（受信有効）

申込方法
　下記URLまたは右記二次元バーコードからお申し込みください。
　　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

第１次試験日
　５月26日㈰

問合せ
　財務省北海道財務局人事課人事係　☎011‒709‒2311（内線4252）
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【３月１日㈮11時から営業を再開します】
　前日の２月29日㈭は入浴無料！３月はスタンプ２倍・３倍デー、ビ
ンゴ大会、感謝祭などバラエティに富んだイベントを企画して皆様を
お待ちしています。詳しくは町ホームページまたは広報あびら２月号
をご覧ください。

【カラダ測定会】３月５日㈫　13時30分～16時　ぬくもりセンター
　今年度の最後の開催となるので、年間の参加回数や測定点数を集計し「ポイントあびら」
や無料入浴券の付与を行います。当日、都合が合わない方は住民サービス課住民サービスグ
ループ（☎㉕2411）までご連絡ください。体組成測定のほか、14時から作業療法士による
診断を受けられますが、混み合いますので15時以降の参加をおすすめします。
【キッズデー】３月10日㈰　13時～19時　特設ゲームコーナー
　「ぬくもりの湯ゲームコーナー」開催！小学生までならどなたでも参加OKです。ゲーム
のクリア数に応じて景品をゲットでき、当日入浴すると景品のグレードがアップ！人気の射
的やボウリング、幼児向けのゲームもあり、全部で７種類のゲームが無料で楽しめますので、
ぜひ気軽に遊びに来てください。
【ハッピーバスデー】
　休館中の９月～２月生まれの方は、３月～５月の間に名簿登録をすると、登録月に町内の
方は２回（町外の方は１回）無料で入浴できます。９月生まれの町内の方で一度入浴された
方も期間中もう一度入浴できますので、ぜひご利用ください。
【キッズカード・スタンプカード】
　有効期限は１年間となっていますが、６か月延長しますのでカードはお手元で保管してお
いてください。
　例：カード有効期限が令和５年11月30日までの方�→�令和６年５月30日まで延長

問合せ　ぬくもりの湯　☎㉕2968（営業時間　11時～22時）

※ 各イベントの詳細は、町ホームぺージ「ぬくもりセンターからのお知らせ」を
　ご覧ください。右記二次元バーコードからアクセスできます。
※２月29日（木）は営業時間が20時までとなっています。ご注意ください。
※３月は休まず営業します。

安平町農業委員会委員の推薦および公募状況について
（最終公表　令和６年２月１日）

　農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第９条第２項及び同法施行規則第６条第１項
の規定に基づき、推薦および公募の状況を最終公表します。
【推薦および公募状況】

人数 うち認定農業者
農業者からの推薦を受けた者 ��１名 ��１名
農業者が組織する団体その他関係者から推薦を受けた者 12名 11名
一般応募 ��１名 ��０名

問合せ　産業振興課農政・畜産グループまたは安平町農業委員会　☎㉒2515
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅　入居者募集
募集期間　３月１日㈮～14日㈭

案内書および申込書の配布・受付（土曜日、日曜日を除く）
　申込受付期間：３月１日㈮～14日㈭　８時30分～17時15分

受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書（最新のもの）、世帯全員の住民票、世帯全員
が市町村民税を滞納していないことの証明書、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知
カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　　早来地区分　３月18日㈪　�９時30分～　総合庁舎
　　追分地区分　３月18日㈪　13時30分～　総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、遠浅駅前公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、
　　　　　　早来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定住宅、早来北町公営住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　単身者用：�早来さつき単身者住宅、遠浅アイリス特定単身者住宅、追分カームビレッジ特定単身

者住宅

その他
　令和６年４月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516

暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続きや制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの
暮らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐�氏　☎㉒3518
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹�氏　☎㉕2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠059‒1595安平町早来大町95番地
　　　　（☎㉒ 2511・FAX㉒ 2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/hokkaido.abira
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地域安全ニュース 令和６年２月20日発行
令和５年度第11号
安平町防犯協会

発行：安平町防犯協会

サイバー犯罪被害者にならないためにサイバー犯罪被害者にならないために
　パソコンやスマートフォンが急速に普及している現在、サイバー犯罪は決して珍しい犯罪ではなく、
むしろ日常的に起こりうる犯罪になったと言えます。実際、日本国内だけで毎日18秒に１回のサイバー
攻撃が行われているそうです。今回はサイバー犯罪について詳しくお伝えします。

■サイバー犯罪とは
　「コンピューター技術および電気通信技術を悪用した犯罪」と定義されており、特徴として①匿
名性が高く犯人を特定しにくい、②証拠が残りにくく摘発しにくい、③被害が不特定多数に及びや
すい、④物理的な制約がなく犯罪活動の自由度が高いなどが挙げられます。

■サイバー犯罪における３つの型
①電磁的記録対象犯罪　
　ハードディスクやUSBメモリなどデジタルデータとして記録されている情報を不正に操作したり
改ざんすることで被害を与えるような犯罪です。ネットバンキング口座を不正操作して預金を盗み
取る行為、ホームページの無断改ざんなどが該当します。
②ネットワーク利用犯罪
　詐欺や犯罪行為のやり取りの舞台がインターネット上になっているものです。ネット上での違法
薬物やわいせつ物を販売、ネットオークション詐欺などが該当します。
③不正アクセス
　他人や企業のネットワークに不正侵入して端末を勝手に使用したり、そこにある情報を盗み出し
たりする行為の犯罪です。また、他人の端末を乗っ取ることによって犯罪の片棒を担がせる事例も
多く、知らない間に加害者にされてしまうリスクがあるのも特徴です。

■被害に遭わないための対策は？
・�自宅のパソコンやスマートフォンにセキュリティソフトを導入して安全なサイトであるかどうか
の診断を受ける。
・メールでWEBサイトへのリンクが届いた場合は差出人を確認する。
・入会金や会費などの支払いを迫ってくる通知が来ても無視する。
・怪しいサイトから商品を購入したり、ソフトをダウンロードしない。
・OSやSNSなどのアプリは最新版にアップデートする。
・もし被害に遭ったら消費者ホットライン�（☎188）、警察相談専用窓口（☎＃9110）に相談する。
※ 今回は、現在多くの被害事例が報告されている事例への対策として有効なものを紹介していますが、テ

クノロジーの進化により新たな手口が行われる可能性が高い犯罪種類のため、「何でもむやみにクリック
しないことを意識する」など普段より注意して機器をご使用ください。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
苫小牧警察署☎0144㉟0110　　　追分駐在所☎㉕2003
安平駐在所　☎㉓2339         　　　早来駐在所☎㉒2030
遠浅駐在所　☎㉒2211         　　　役場総務課☎㉒2511


